
鹿児島市水道局建設工事等指名競争入札参加者選定基準（平成４年４月１日制定） 

 

 （趣旨） 

第１条 この基準は、鹿児島市水道局が発注する建設工事の請負契約並びに建設工事に付帯す

る測量、調査及び設計の業務の契約（以下「建設工事等」という。）に係る指名競争入札の

参加者（以下｢入札参加者｣という。）の選定に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （入札参加者の選定） 

第２条 建設工事の契約に係る入札参加者は、次表に定める発注基準額（設計金額）により工

事の種類ごとの等級に格付けされた建設業者の中から選定する。ただし、必要と認めた場合

は、当該等級の上位又は直近下位の等級に格付けされた建設業者を含め、その中から選定す

ることができる。 

単位：万円 

工事の種類 

等級 

土 木 一 式 

工 事 

建 築 一 式 

工 事 

電 気 

工 事 

機 械 器 具 

設 置 工 事 

水 道 施 設 

工 事 

汚 水 管 路 

施 設 工 事 

Ａ 2,000以上 8,000以上 1,200以上 1,500以上 2,000以上 1,500以上 

Ｂ 1,000以上

2,000未満 

3,000以上

8,000未満 

400以上

1,200未満 

 

1,500未満 

1,000以上

2,000未満 

800以上

1,500未満 

Ｃ 500以上

1,000未満 

600以上

3,000未満 

 

400未満 

 

―― 

 

1,000未満 

 

800未満 

Ｄ 500未満 600未満 ―― ―― ―― ―― 

２ 前項の規定により選定する入札参加者の数は次のとおりとする。ただし、高度の技術を要

する建設工事等で、その性質又は目的により選定すべき建設業者がこれに充たない場合はこ

の限りでない。 

 (1) 工事の種類が土木一式工事、建築一式工事、電気工事、水道施設工事、汚水管路施設工

事 

Ａ級 

 14 社以上 

Ｂ級 

（1,000 万円以上） 12 社以上

（1,000 万円未満） 10 社以上 

Ｃ級 

（600 万円以上）10 社以上 

（600 万円未満） 8 社以上 

Ｄ級 

 8 社以上 

 (2) 工事の種類が機械器具設置工事 

Ａ級 

 14社以上 

Ｂ級 

（1,000万円以上） 12社以上 

（500万円以上1000万円未満） 10社以上 

（500万円未満） 8社以上 

３ その他の建設工事等は汚水管路施設工事の等級に準ずるものとする。 



４ 前３項に定めるもののほか、公共下水道の雨水路に係る土木一式工事の入札参加者の選定

については、鹿児島市建設工事等指名競争入札参加者選定基準（昭和５７年３月１日制定）

第２条第３項の規定を準用する。 

５ 管理者は、第１項の発注基準を変更しようとするときは、鹿児島市水道局建設工事競争入

札参加有資格者格付等審査委員会（次項において｢審査委員会｣という。）に当該発注基準に

ついて審査させるものとする。 

６ 審査委員会について必要な事項は、管理者が別に定める。 

 （選定の留意事項） 

第３条 入札参加者の選定に当たっては、前条及び第５条から第７条までに規定する事項に留

意の上、次に掲げる事項を総合的に勘案するとともに、一会計年度における指名及び受注の

状況を勘案し、指名が特定の有資格業者に偏しないように選定しなければならない。この場

合において、各号に掲げる事項の運用基準は別表に定める。 

 (1) 不誠実な行為の有無 

 (2) 経営状況 

 (3) 工事成績 

 (4) 地理的条件 

 (5) 手持工事等（選定時において出来形が７０％以上のものを除く。）の状況 

 (6) 工事施行等についての技術的適性 

 (7) 安全管理の状況 

 (8) 労働福祉の状況 

 (9) 鹿児島県内業者育成の配慮 

 （特殊な場合の選定） 

第４条 特に緊急を要する建設工事等、特殊な技術・経験又は機械等を要する建設工事等その

他特別な事情があるときは、第２条の規定によらないで選定することができる。 

 （連続選定の制限） 

第５条 既に施工された工事又は現に施工中の工事（本条において「前回工事」という。）を

引き継いで施工する工事に係る入札参加選定に当たっては、前回工事の施工業者は、特別な

事情がある場合を除くほか選定しないものとする。 

 （指名停止） 

第６条 鹿児島市水道局建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱（平成８年７月１０日

制定）及び鹿児島市建設工事等暴力団排除対策要綱（平成元年４月１日制定）に基づき指名

停止を受けた者については、当該指名停止の期間、入札参加者として選定しないものとする。 

 （選定の保留） 

第７条 鹿児島市水道局建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱別表第１から別表第３

までに規定する措置要件及び鹿児島市建設工事等暴力団排除対策要綱の別表に規定する措置



要件に該当する疑いのある者については、事件の状況等を考慮の上、必要と認められる期間、

選定を保留することができる。 

 （秘密の保持） 

第８条 入札参加者の選定過程については、これを漏らしてはならない。 

   付 則 

１ この基準は、平成４年４月１日から施行する。 

２ 鹿児島市水道局建設工事指名競争入札参加者選定基準（平成３年４月１日制定）は廃止す

る。 

   付 則（平成６年８月１日一部改正） 

  この基準は、平成６年８月１日から施行する。 

   付 則（平成７年３月３１日一部改正） 

  この基準は、平成７年４月１日から施行する。 

   付 則（平成８年７月１０日一部改正） 

  この基準は、平成８年７月１１日から施行する。 

   付 則（平成９年６月２６日一部改正） 

  この基準は、平成９年６月２６日から施工する。 

   付 則（平成９年７月３１日一部改正） 

  この基準は、平成９年８月１日から施行する。 

   付 則（平成１４年１０月２８日一部改正） 

  この基準は、平成１４年１１月１日から施行する。 

   付 則（平成１５年９月２９日一部改正） 

  この基準は、平成１５年１０月１日から施行する。 

   付 則（平成１６年３月１５日一部改正） 

  この基準は、平成１６年４月１日から施行する。 

付 則（平成１７年８月１日一部改正） 

  この基準は、平成１７年８月１日から施行する。 

付 則（平成１８年８月１日一部改正） 

  この基準は、平成１８年８月１日から施行する。 

付 則（平成１９年８月１日一部改正） 

  この基準は、平成１９年８月１日から施行する。 

   付 則（平成２１年７月３０日一部改正） 

  この基準は、平成２１年８月１日から施行する。 

   付 則（平成２３年３月３１日一部改正） 

  この基準は、平成２３年４月１日から施行する。 

付 則（令和２年２月１３日一部改正） 



  この基準は、令和２年２月１３日から施行する。 

付 則（令和２年３月２４日一部改正） 

  この基準は、令和２年４月１日から施行する。 

付 則（令和５年７月２７日一部改正） 

  この基準は、令和５年８月１日から施行する。 

 

 



別表（第３条関係） 

留 意 事 項 運   用   基    準 

１ 不誠実な

行為の有無 

以下の事項に関する場合は、指名しないこと。 

(1) 鹿児島市水道局建設工事等有資格業者指名停止に関する要綱に基づ

く指名停止期間中のとき。 

(2) 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材の強制購入等について、

関係行政機関からの情報により受注者の下請契約関係が不適切である

ことが明確であるとき。 

(3) 暴力団員が経営を実質的に支配する建設業者又はこれに準ずるもの

として認められるとき。 

２ 経営状況  手形取引停止等の事実があるなど経営状態が著しく不健全であるとき

は、指名しないこと。 

３ 工事成績  鹿児島市水道局の発注した建設工事において、前年度及び現年度の

工事成績評点に７０点未満があるときは、総合的に勘案して指名する

こと。 

４ 地理的条

件 

 地域性を勘案する建設工事については、その地域に事務所等を有して

いる建設業者の中から指名すること。 

５ 手持工事

等の状況 

 建設工事等の手持状況を踏まえ、当該建設工事等を施工又は履行（以

下「施工等」という。）する能力があるかどうかを総合的に勘案するこ

と。 

６ 工事施工

等について

の技術的適

性 

(1) 当該建設工事等と同種の建設工事等について、相当の施工等の実績

があること。 

(2) 当該建設工事等に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程

度と認められる施工等の実績があること。 

(3) 当該建設工事等に特殊な技術力又は工法を要する場合については、

これと同様の施工等の実績があること。 

(4) 当該建設工事等の施工等に足りる有資格技術員が確保できると認め

られること。 

７ 安全管理

の状況 

(1) 安全管理の改善に関し、労働基準監督署又は労働基準局からの指導

があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合には指

名しないこと。 

(2) 安全管理の状況が特に優良であると認められる場合は、これを、十

分に尊重すること。 

８ 労働福祉 (1) 賃金不払に関する通報等があり、かつ、当該状態が継続している場



の状況 合には指名しないこと。 

(2) 鹿児島市水道局が発注する建設工事について、勤労者退職金共済機

構との退職金共済契約及びその掛け金の納付状況を勘案すること。 

 

 


